
改正職安法が成立し、求人メディア「届出制」の10月施行へ向
けたルールの明確化などの検討会が4月13日、労政審・労働力需
給制度部会で始まった。ここでは労政審・部会での議事内容、
資料等を基に、「施行規則・指針改正」の概要の把握と論点整
理を行い、10月施行へ向けたルール整備の具体的イメージを模
索したい。また改正職安法の成立前に開かれた国会・衆議院厚
生労働委員会における求人メディア「届出制」に関する委員の
質疑内容等も、それを踏まえた議論として、一部取り上げた。

（本誌　伊藤秀範）
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政省令・指針改正で加わる
「厚生労働省令で定める…」
の中身
「正確かつ最新の内容に保つための措置」とは?
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